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◎
労
働
判
例
速
報
◎
令
二
（
ワ
）
第
一
〇
三
六
〇
号
無
期
労
働
契
約
の
地
位
確
認
及
び
損
害
賠
償
請
求
事
件

大
学
非
常
勤
講
師
は
研
究
者
か
（
科
学
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
上
の
一
〇
年
特
例
）

―
学
校
法
人
専
修
大
学
（
無
期
転
換
）
事
件
・
東
京
地
判
令
三
・
一
二
・
一
六
労
働
判
例
一
二
五
九
号
四
一
頁

本
久
洋
一　
國
學
院
大
學
教
授

Ｘ
（
原
告
）
は
、
大
学
を
設
置
す

る
学
校
法
人
Ｙ
（
被
告
）
と
の
間

で
ド
イ
ツ
語
の
非
常
勤
講
師
を
就
労
内
容
と
す
る
有
期

労
働
契
約
（
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
契
約
期
間
約
一

年
）
を
締
結
し
、
更
新
し
て
き
た
。
平
成
二
六
年
度
以

降
の
各
更
新
に
か
か
る
Ｘ
の
契
約
書
に
は
科
学
技
術
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
」。
平
成
二
六
年
四
月
一

日
施
行
当
時
の
題
名
は
「
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革

の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開

発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」。
以
下
「
研

究
開
発
力
強
化
法
」）
一
五
条
の
二
に
よ
る
労
契
法
一

八
条
一
項
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
施
行
）
の
特
例
の

対
象
者
と
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
、
Ｙ
の
兼
任
教
員
就
業

規
則
に
も
ま
た
兼
任
教
員
全
体
に
つ
き
同
旨
が
定
め
ら

れ
た
。
令
和
元
年
六
月
二
〇
日
、
Ｘ
は
、
加
入
す
る
Ａ

組
合
と
Ｙ
と
の
団
体
交
渉
席
上
、
Ｙ
に
対
し
て
、
労
契

法
一
八
条
一
項
に
よ
る
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
を
申

し
込
ん
だ
。
Ｙ
は
、
Ｘ
は
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
一
五

条
の
二
第
一
号
の
「
研
究
者
」
に
該
当
し
、
Ｘ
の
通
算

契
約
期
間
が
一
〇
年
を
超
え
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ

を
拒
絶
し
た
。
Ｘ
よ
り
、
令
和
元
年
度
の
有
期
労
働
契

約
の
期
間
満
了
日
の
翌
日
を
始
期
と
す
る
無
期
労
働
契

約
上
の
地
位
の
確
認
お
よ
び
慰
謝
料
等
を
請
求
。

一
部
認
容
（
無
期
労
働
契
約
上
の
地
位
確
認

の
み
）。
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
「
一
五
条

の
二
の
趣
旨
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は

研
究
又
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
…
…
は
、
五
年
を

超
え
た
期
間
の
定
め
の
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
こ
ろ
、
…
…
労
契
法
一

八
条
に
よ
っ
て
通
算
契
約
期
間
が
五
年
を
超
え
た
時
点

で
無
期
転
換
申
込
権
が
認
め
ら
れ
る
と
、
無
期
転
換
回

避
の
た
め
に
通
算
契
約
期
間
が
五
年
を
超
え
る
前
に
雇

止
め
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
見
が
散
逸
し
、
か
つ
当
該

労
働
者
が
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ

る
。」「
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
一
五
条
の
二
第
一
項
一

号
の
『
研
究
者
』
と
い
う
に
は
、
研
究
開
発
法
人
又
は

有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
が
設
置
す
る
大
学
等
に

お
い
て
、
研
究
開
発
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
に
従

事
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で

あ
り
、
有
期
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
者
が
設
置
す
る
大

学
に
お
い
て
研
究
開
発
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
に

従
事
し
て
い
な
い
非
常
勤
講
師
に
つ
い
て
は
、
同
号
の

『
研
究
者
』
と
す
る
こ
と
は
立
法
趣
旨
に
合
致
し
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」「
Ｘ
の
職
務
は
、
…
…
ド
イ
ツ

語
の
授
業
、
試
験
及
び
こ
れ
ら
の
関
連
業
務
に
限
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
Ｘ
の
研
究
実
績
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ

れ
た
見
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
研
究

及
び
そ
の
関
連
業
務
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」。

本
件
は
、「
授
業
、
試
験
及
び
こ
れ
ら
の
関

連
業
務
」
を
職
務
と
す
る
一
般
的
な
大
学
非

常
勤
講
師
に
つ
い
て
、
労
契
法
一
八
条
の
無
期
転
換
申

込
権
の
発
生
要
件
た
る
通
算
契
約
期
間
五
年
に
つ
い
て

一
〇
年
と
す
る
特
例
（
以
下
「
一
〇
年
特
例
」）
を
定

め
る
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
一
五
条
の
二
第
一
項
一
号

の
「
研
究
者
」
要
件
（
以
下
「
研
究
者
」
要
件
）
該
当

性
が
争
わ
れ
た
、
お
そ
ら
く
初
の
例
で
あ
る
。
本
判
決

は
、「
研
究
者
」
要
件
に
つ
い
て
「
大
学
等
に
お
い
て
、

研
究
開
発
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い

る
者
」
と
の
明
確
な
基
準
を
判
示
し
、
Ｘ
に
つ
い
て
そ

の
該
当
性
を
否
定
し
た
。
本
判
決
は
、
以
下
解
説
の
よ

う
に
、
実
務
上
の
影
響
の
大
き
さ
を
十
分
に
考
慮
し
て
、

周
到
な
構
成
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
本
件
は
基
準
時
に
労
働
契
約
関
係
が
存
続
し

て
い
た
事
案
で
あ
る
が
、「
期
間
の
定
め
の
有
無
に
つ

い
て
争
い
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｘ
に
は
雇
止
め
に
よ

る
契
約
終
了
の
危
険
又
は
不
安
が
あ
り
、
こ
れ
を
除
去

す
る
た
め
に
は
、
被
告
に
対
し
確
認
判
決
を
得
る
こ
と

が
必
要
か
つ
適
切
で
あ
る
」
と
し
て
無
期
契
約
上
の
地

位
確
認
請
求
を
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

事
実
の
概
要

判
旨

解
説
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な
お
、
本
件
で
は
、
同
じ
く
一
〇
年
特
例
を
定
め
る

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
任
期

法
」）
七
条
一
項
の
適
用
は
争
わ
れ
て
い
な
い
が
、
契

約
期
間
三
年
の
年
俸
制
に
よ
る
大
学
「
専
任
講
師
」
に

つ
い
て
任
期
法
四
条
一
項
一
号
の
一
〇
年
特
例
の
適
用

を
認
め
、
雇
止
め
さ
れ
た
当
該
講
師
の
地
位
確
認
等
請

求
を
棄
却
し
た
例
と
し
て
、
羽
衣
学
園
事
件
（
大
阪
地

判
令
四
・
一
・
三
一
労
働
経
済
判
例
速
報
二
四
七
六
号

三
頁
）
が
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
（
旧
研
究
開
発

力
強
化
法
の
平
成
二
五
年
改
正
）
の
立
法
過
程
に
照
ら

し
て
の
「
研
究
者
」
要
件
の
意
義
、
お
よ
び
任
期
法
七

条
に
よ
る
一
〇
年
特
例
の
要
件
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、

「
研
究
開
発
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
に
従
事
し
て

い
る
者
」
と
の
基
準
を
導
出
し
て
い
る
。

　
立
法
過
程
の
第
一
は
、
第
一
八
五
回
国
会
衆
議
院
文

部
科
学
委
員
会
会
議
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
九
日
）

に
お
け
る
改
正
法
案
提
出
議
員
で
あ
る
伊
藤
渉
ら
の
発

言
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ベ
ー
ス

の
研
究
は
有
期
が
標
準
的
で
あ
る
が
、
五
年
を
超
え
る

場
合
も
あ
り
、
五
年
で
無
期
転
換
と
な
る
と
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
中
途
で
の
離
職
や
雇
止
め
に
よ
る
、
蓄
積
し
た

知
見
の
散
逸
や
参
画
研
究
者
の
業
績
未
達
成
等
の
弊
害

を
誘
発
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
一
〇
年
特
例
を
設
け

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
五
年
を
超
え
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
ベ
ー
ス
の
研
究
へ
の
対
応
と
い
う
点
を
本
判
決

は
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
に
よ
る
一
〇
年
特
例
の
趣
旨

と
捉
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
判
旨
参
照
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
に
参
照
さ
れ
る
第
一
八
五
回

国
会
参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
会
議
（
平
成
二
五
年
一

二
月
五
日
）
で
は
、
同
じ
伊
藤
渉
議
員
が
、
最
終
的
に

は
個
別
具
体
的
な
事
例
に
よ
る
と
し
な
が
ら
も
、
大
学

に
お
け
る
教
育
は
研
究
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
、
講
師

は
教
育
お
よ
び
研
究
を
行
な
う
教
授
ま
た
は
准
教
授
に

準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
と
の
学
校
教
育
法
上
の
位
置

付
け
等
を
根
拠
に
、
大
学
非
常
勤
講
師
は
基
本
的
に
は

「
研
究
者
」
に
該
当
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。

　
こ
の
伊
藤
回
答
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
は
、
次
の
よ

う
な
構
成
に
よ
り
、
本
判
決
に
お
け
る
「
研
究
者
」
要

件
の
解
釈
と
は
矛
盾
し
な
い
と
す
る
。

　

学
校
教
育
法
九
二
条
一
〇
項
お
よ
び
大
学
設
置
基

準
一
六
条
に
照
ら
す
と
、「
研
究
と
教
育
は
区
別
さ
れ
、

必
ず
し
も
不
可
分
一
体
で
は
な
く
、
研
究
は
担
当
せ
ず
、

教
育
の
み
を
担
当
す
る
教
授
、
准
教
授
及
び
講
師
が
存

在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
」。
両
規
定
が
「
想

定
す
る
教
育
の
み
を
担
当
す
る
講
師
に
つ
い
て
は
、
教

育
及
び
研
究
を
行
う
教
授
又
は
准
教
授
に
準
ず
る
職
務

に
従
事
す
る
者
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
『
研
究
者
』
と
し
て
一
〇
年
超
え
の
特
例
の
対
象
と

す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
」。

　
必
ず
し
も
論
理
的
と
は
い
え
な
い
政
治
家
の
発
言
に

つ
い
て
、
そ
の
実
際
上
の
影
響
力
を
十
二
分
に
考
慮
し

て
の
周
到
な
構
成
で
あ
り
、
適
切
妥
当
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
、
本
判
決
は
、
任
期
法
七
条
に
よ
る
一
〇
年

特
例
に
つ
い
て
、「
適
用
さ
れ
る
対
象
を
限
定
し
た
上
、

手
続
的
に
も
厳
格
な
定
め
を
置
い
て
い
る
」
と
し
た
う

え
で
、「
研
究
実
績
が
あ
る
者
、
又
は
、
大
学
等
を
設

置
す
る
者
が
行
っ
た
採
用
の
選
考
過
程
に
お
い
て
研
究

実
績
を
考
慮
さ
れ
た
者
で
あ
れ
ば
『
研
究
者
』
に
該
当

す
る
と
解
し
た
場
合
、
大
学
教
員
は
、
研
究
実
績
が
あ

る
者
で
あ
っ
た
り
、
研
究
実
績
を
選
考
過
程
で
考
慮
さ

れ
た
者
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か

ら
、
任
期
法
七
条
が
適
用
対
象
を
前
記
の
と
お
り
限
定

し
た
こ
と
は
無
意
味
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
不

合
理
で
あ
る
」
と
説
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
、
大
学
非
常
勤
講
師
へ
の
任
期
法
七
条
の
適

用
に
関
し
て
は
、
と
く
に
「
先
端
的
、
学
際
的
又
は
総

合
的
な
教
育
研
究
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
教
育
研

究
組
織
で
行
わ
れ
る
教
育
研
究
の
分
野
又
は
方
法
の
特

性
に
鑑
み
、
多
様
な
人
材
の
確
保
が
特
に
求
め
ら
れ
る

教
育
研
究
組
織
の
職
に
就
け
る
と
き
」（
任
期
法
四
条

一
号
）
の
該
当
性
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
一
般
的
な

大
学
非
常
勤
講
師
に
つ
い
て
は
こ
の
該
当
性
を
否
定
す

る
見
解
が
、
学
説
上
、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
川

田
知
子
「
近
時
の
有
期
労
働
契
約
法
制
に
対
す
る
批
判

的
検
討
」
法
学
新
報
一
二
二
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
五

年
）
一
九
九
頁
）。
傍
論
な
が
ら
、
本
判
決
の
任
期
法

の
解
釈
は
、
任
期
法
に
よ
る
一
〇
年
特
例
に
つ
い
て
も

参
照
価
値
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
一
〇
年
特
例
を
設
け
る
法
律
に
は
、
任
期
法

の
ほ
か
に
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（「
有
期
雇
用
特
措
法
」）
が

あ
る
が
、
同
法
に
よ
る
一
〇
年
特
例
の
要
件
（
同
法
二

条
三
項
一
号
）
は
厳
格
（
と
く
に
年
収
要
件
）
で
あ
っ

て
、
科
技
イ
ノ
ベ
活
性
化
法
上
の
要
件
と
は
比
較
を
絶

し
て
い
る
。

（
も
と
ひ
さ　
よ
う
い
ち
）


